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1. 感染症・⾷中毒の予防・まん延防⽌の基本的考え⽅   
事業所内において、感染症が発⽣時、まん延しないように必要な措置を講ずるための体制
を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防、感染症発⽣時には迅速で適切な
対応が取れるよう指針を定め、事業所全体で取り組みを推進していきます。  
 
2. 感染症・⾷中毒の予防・まん延防⽌の基本的⽅針   
(1) 感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌の体制   
感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のため、感染対策担当者を定め、委員会を設置
する等事業所全体で取り組みます。   
(2)平常時の対応  
①施設内の衛⽣管理  
事業所では、感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のため、衛⽣管理マニュアル、⾷
中毒・感染症マニュアルに従い施設内の衛⽣保持に努めます。  
②感染症対策  
⽇頃から職員の⼿洗い、⼿指の消毒、うがいを徹底し、⼿話を必要とする⼦どもへの対応
時以外は、平時からマスクを着⽤します。また、利⽤者にも注意喚起をして可能な限りの
感染症対策を実⾏します。また、⾎液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場⾯では細⼼の注
意を払い、適切な⽅法で対処します。利⽤者の異常の兆候をできるだけ早く発⾒するため 
に、健康状態を常に注意深く観察することに留意します。  
③外来者への衛⽣管理の周知徹底を図りまん延防⽌に努めます。マスクの着⽤や⼿指  
の消毒等感染症対策の協⼒を依頼し、感染状況によっては外来の制限の対策を取りま 
す。  
(3)発⽣時の対応  
万⼀、感染症及び⾷中毒が発⽣した場合は、⾷中毒・感染症マニュアルに従い、感 
染の拡⼤を防ぐため下記の対応を図ります。  
①「発⽣状況の把握」  
②「感染拡⼤の防⽌」  
③「医療処置」   
④「⾏政への報告」  
⑤「関係機関との連携」  



3. 感染症・⾷中毒まん延防⽌に関する体制   
(1) 感染症対策委員会の設置  
①設置⽬的  
感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のための対策を検討するため、感染症 
対策委員会を設置します。  
②感染症対策委員会の構成員  
児童発達⽀援管理責任者（管理者を兼務）を委員⻑とし、委員として児童指導員を選任し
ます。児童発達⽀援管理責任者（管理者を兼務）は感染症対策責任者を兼務します。  
③感染症対策委員会の開催  
委員会は感染症が発⽣しやすい時期を考慮しながら、概ね ６ヶ⽉に１回以上開催 
します。その他、必要に応じて開催します。  
④感染症対策委員会の主な役割   
・感染症予防対策及び発⽣時の対応の⽴案   
・感染症対策に関する、職員研修の企画と実施  
・各指針・各マニュアル等の作成   
・利⽤者・職員の健康状態の把握と対応策  
・利⽤者の感染症の既往の把握と対応策   
・感染症発⽣時の対応と報告  
・感染症対策実施状況の把握と評価  
・備品の点検・管理  
(2) 職員の健康管理  
①健康診断に関する取扱要領に基づき年１回の健康診断を実施する。  
②インフルエンザ等の予防接種等について、接種の意義、有効性、副作⽤の可能性等 
を職員へ⼗分説明の上、予防接種(任意)を⾏う。  
③職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置 
を講じる。  
(3) 職員研修の実施  
・定期的な教育  
・研修を年 2 回以上実施する。   
・新規採⽤者に感染対策の教育・研修を⾏う。  
・感染症の予防及びまん延防⽌のため訓練【シミュレーション】を年 2 回以上実施。  
4. 感染症、⾷中毒の予防、まん延防⽌における各職種の役割  
児童発達⽀援管理責任者（管理者を兼務） 
① 感染症・⾷中毒の予防、まん延防⽌体制の統括責任  
② 感染症発⽣時の⾏政報告   
③ 基本⼿順の教育と周知徹底  



④ 衛⽣管理、安全管理の指導  
⑤ 予防対策への啓発活動  
⑥ 早期発⾒・早期予防の取り組み  
⑦予防・まん延防⽌対策の強化  
⑧緊急時連絡体制の整備（⾏政機関、事業所、家族）   
⑨ 経過記録の整備  
⑩家族への対応  
⑪ 利⽤者の状態把握  
⑫ 衛⽣管理の徹底  
 
5. 感染症・⾷中毒予防・まん延防⽌に関する指針の閲覧について  
この指針は、いつでも閲覧できるように事業所内のファイルにて保管します。  
 
6. その他  
本指針や感染症対策に関するマニュアル類等は感染症防⽌委員会において定期的に⾒ 
直し、必要に応じて改正するものとします。  
以上 


